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野
　
光
　
議
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Ａ
Ｅ
Ｄ
（
自
動
体
外
式
除
細

動
器
）
の
購
入
設
置
に
つ
い

て 
   

　
緊
急
時
の
救
急
処
置
で
機
器
使

用
の
救
命
率
は
五
割
以
上
で
あ
り
、

少
子
高
齢
化
の
進
む
現
在
で
は
、

機
器
使
用
の
救
命
率
は
非
常
に
高

い
と
い
わ
れ
て
い
る
。 

　
ぜ
ひ
と
も
、
市
内
の
全
小
・
中

学
校
と
一
番
使
用
人
数
の
多
い
施

設
の
福
祉
セ
ン
タ
ー
へ
の
設
置
を

強
く
要
望
し
た
い
が
、
ど
う
か
。 

 

　
　
　
　
上
田
教
育
長 

 

　
人
の
命
は
大
変
重
要
な
も
の
で

あ
り
、
現
在
、
愛
媛
県
全
体
で
の

Ａ
Ｅ
Ｄ
設
置
校
は
、
市
町
立
小
学

校
三
六
一
校
中
二
十
校
、
中
学
校

一
四
六
校
中
三
三
校
、
県
立
学
校

は
全
校
に
設
置
さ
れ
て
い
る
。 

　
日
本
に
お
け
る
病
院
外
で
の
心

停
止
の
発
生
件
数
は
、
年
間
二
万

か
ら
三
万
件
と
推
測
さ
れ
、
交
通

事
故
の
三
倍
か
ら
四
倍
以
上
に
上

る
と
い
わ
れ
て
い
る
。 

　
蘇
生
率
は
、
一
分
ご
と
に
七
％

か
ら
十
％
低
下
す
る
と
い
わ
れ
て

お
り
、
一
分
以
内
で
あ
れ
ば
約
九

割
、
三
分
以
内
は
約
七
割
以
上
の

方
が
社
会
復
帰
で
き
る
と
い
わ
れ

て
い
る
。
い
か
に
早
く
救
命
措
置

を
す
る
か
が
、
生
死
を
分
け
る
こ

と
に
な
り
、
よ
り
身
近
な
場
所
に

設
置
す
る
こ
と
が
重
要
と
さ
れ
て

い
る
。 

                   

　
市
内
小
・
中
学
校
十
四
校
及
び

福
祉
セ
ン
タ
ー
の
設
置
と
な
る
と

高
額
の
経
費
が
必
要
と
な
る
が
、

前
向
き
に
検
討
し
た
い
。 

　
啓
発
活
動
、
講
習
会
の
推
進
は
、

伊
予
市
広
報
紙
へ
の
掲
載
、
各
種

会
合
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
る
啓

発
活
動
や
常
備
消
防
職
員
に
よ
る

講
習
会
の
実
施
等
、
関
係
機
関
と

連
携
を
図
り
な
が
ら
広
く
周
知
し

た
い
。 

 

国
民
健
康
保
険
の
入
院
時

の
患
者
負
担
に
つ
い
て 
   

　
厚
生
労
働
省
に
よ
り
、
来
年
か

ら
、
入
院
時
の
高
額
医
療
費
（
七

十
歳
未
満
）
が
見
直
さ
れ
る
。 

　
患
者
は
医
療
機
関
の
窓
口
で
、

自
己
負
担
額
だ
け
の
支
払
い
で
済

む
制
度
が
で
き
る
。
伊
予
市
で
も

こ
の
制
度
を
早
く
取
り
入
れ
て
、

患
者
の
物
心
両
面
の
援
助
制
度
の

導
入
実
施
を
一
日
も
早
く
強
く
希

望
す
る
が
、
考
え
を
伺
い
た
い
。 

 

　
　
　
　
中
村
市
長 

 

　
現
在
、
国
民
健
康
保
険
加
入
の

被
保
険
者
が
入
院
等
に
よ
り
医
療

費
の
自
己
負
担
額
が
高
額
の
場
合
、

申
請
し
認
め
ら
れ
れ
ば
限
度
額
を 

             

超
え
た
分
が
高
額
医
療
費
と
し
て

支
給
さ
れ
て
い
る
。
通
常
高
額
医

療
費
を
支
給
す
る
の
に
、
医
療
機

関
等
で
診
療
月
か
ら
約
三
カ
月
か

か
っ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
医
療
費

が
高
額
に
な
れ
ば
自
己
負
担
額
も

高
額
に
な
り
、
そ
の
費
用
の
支
払

い
に
苦
慮
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な

る
と
思
う
。 

　
現
在
、
そ
う
い
っ
た
方
の
た
め

に
、
高
額
医
療
費
の
貸
出
制
度
を

実
施
し
て
お
り
、
病
院
か
ら
請
求

が
あ
っ
た
段
階
で
、
高
額
医
療
費

で
返
還
で
き
る
と
思
わ
れ
る
額
の

九
割
を
先
に
無
利
子
で
貸
す
制
度

で
あ
る
。
残
り
一
割
は
、
病
院
の

請
求
が
国
保
連
合
会
等
で
審
査
さ

れ
、
額
が
決
定
し
た
段
階
で
返
還

す
る
こ
と
に
な
る
。 

　
手
続
は
、
一
回
の
来
庁
で
貸
付

申
請
か
ら
残
り
一
割
の
支
給
請
求

等
に
必
要
な
手
続
を
す
べ
て
済
ま

す
こ
と
が
で
き
る
し
、
貸
付
金
に

つ
い
て
も
午
後
三
時
半
ま
で
に
手

続
を
済
ま
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
そ

の
日
に
支
払
う
こ
と
が
で
き
る
。 

　
高
額
費
を
直
接
医
療
機
関
に
支

払
う
委
任
払
い
の
実
施
に
つ
い
て 

は
、
来
年
四
月
か
ら
七
十
歳
未
満 

の
入
院
患
者
に
対
し
て
、
所
得
区

分
に
応
じ
た
認
定
証
の
よ
う
な
も

の
を
発
行
し
、
そ
れ
を
病
院
の
窓

口
に
示
せ
ば
、
自
己
負
担
分
だ
け

払
え
ば
よ
い
と
い
う
制
度
が
発
足

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ

ま
で
は
、
現
行
の
貸
付
制
度
で
対

応
し
た
い
。 

   

・
ビ
ー
チ
バ
レ
ー
の
開
催
で
市
補

　
助
及
び
今
後
の
対
応
に
つ
い
て 

そ
の
他
の
質
問
事
項 


